
 
 
 

 
 

１ 〔第八条〕科目合格者に対する試験の免除 

   平成２１年６月３０日以降に実施される試験から、科目合格者に

対する試験の免除期間が、試験の行われた月の翌月の初めから起算

して２年以内だったものが、３年以内に延長されました。 

 

２ 〔附則〕経過措置第二号 

   平成２１年６月３０日以前に実施された試験により試験科目の

免除を受けることのできる科目合格者は、従前のとおり、試験の行

われた月の翌月の初めから起算して２年以内です。 

 
※詳細については、官報(号外第１３８号平成２１年６月３０日６頁以降)を参照してください。 
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